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開議 午前１０時００分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○えびな委員長 ただいまより、総務常任委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は全員です。 

それでは、会議を進めてまいります。 

 初めに、１、令和６年第３回定例会提出議案についてを議題といたします。認定第１号、認定第

４号、議案第１号、議案第８号ないし議案第１４号、報告第１号、報告第２号及び報告第５号の以

上１３件につきまして、理事者から説明願います。 

○熊谷総合政策部長 提出議案のうち、総務常任委員会の所管に係る認定第１号及び第４号、議案

第１号並びに報告第１号及び第２号につきまして、順次、御説明申し上げます。 

まず、認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算でございますが、各会計歳入歳出決算事項別

明細書の１４２ページを御覧ください。金額は１千円単位で説明させていただきます。歳入総額が

１千８２２億３４１万４千円、歳出総額が１千８０５億７千６６３万３千円となり、歳入歳出差引

き額、いわゆる形式収支で１６億２千６７８万１千円の剰余となったところでございます。このう

ち、翌年度へ繰り越すべき財源５億８千８９６万２千円を差し引いた実質収支は、１０億３千７８

１万９千円となっております。なお、実質収支の２分の１に相当する額、５億１千８９１万円は、

条例に基づき財政調整基金に編入しております。 

次に、認定第４号の令和５年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算でございますが、こちらは事

項別明細書の１７４ページを御覧ください。金額は１千円単位で説明いたします。歳入総額が７千

６２５万５千円、歳出総額が７千６２５万５千円となり、収支均衡となっております。 

続きまして、総務常任委員会の所管に係る決算の概要について、御説明申し上げます。 

初めに、認定第１号、令和５年度旭川市一般会計決算の主な事業の執行状況につきまして、御説

明申し上げます。 

まず、総合政策部所管分でございます。事項別明細書の８６、８７ページを御覧ください。２款

総務費１項総務管理費９目企画費の上から５つ目になりますが、旭川市立大学運営費８億５千６８

７万４千６０５円でございます。こちらは、主要施策の成果報告書では２１ページになります。こ

れは、地域の特性を生かした魅力あるまちづくりを進めるため、旭川市公立大学法人評価委員会の

開催や、公立大学法人旭川市立大学運営費交付金の交付などを行ったものでございます。 

続きまして、行財政改革推進部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書の８２、８３

ページ、２目人事管理費の一番下になりますが、業務改善推進費５千３１２万１千７１３円でござ

います。こちらは、主要施策の成果報告書では６６ページを御覧ください。これは、ＩＣＴツール

の導入及び運用などに要した経費でございます。 

次に、事項別明細書の８６、８７ページの９目企画費の臨時事業費の下から７番目、業務システ

ム最適化推進費５億１千６９３万７千９５２円でございます。こちらは、主要施策の成果報告書で

は６７ページを御覧ください。これは、基幹業務システムを国が示す標準準拠システムへ移行する

ために要した先行リリース分の経費でございます。 

続きまして、女性活躍推進部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書の８８、８９ペ

ージ、１３目男女共同参画活動費の一番下になりますが、女性デジタル人材・起業家育成事業費４
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７４万５千５４８円でございます。こちらは、主要施策の成果報告書では３０ページを御覧くださ

い。これは、女性が経済的に自立し、ライフステージに応じて能力を生かし、活躍できる社会を実

現するため、デジタルスキルの習得や企業とのマッチングを支援し、テレワークによる在宅就労な

ど、デジタル社会に対応した女性の再就職や起業の促進に向けて各種事業を実施したものでござい

ます。 

続きまして、地域振興部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書では、８６、８７ペ

ージ、９目企画費の臨時事業費の１番目になります。中心市街地活性化推進費２千７０６万９千６

８円でございます。こちらは、主要施策の成果報告書では３６ページを御覧ください。これは、開

設から５０周年の節目を迎えた平和通買物公園の今後の在り方を検討する会議を実施し、官民連携

組織の買物公園エリアプラットフォームを設立するとともに、エリアの新たな将来像などを示す買

物公園エリア未来ビジョンを策定したほか、北彩都あさひかわ冬のガーデンなどを実施したもので

ございます。 

次に、同じく企画費、臨時事業費の３番目になります。地域公共交通対策費５千３９１万４８５

円でございます。こちらは、主要施策の成果報告書では３７ページを御覧ください。これは、あさ

ひかわバス無料ＤＡＹを２日間実施したほか、広域バス路線やデマンド交通の維持に向けた支援、

路線バス運転手の確保に向けた支援、また、ユニバーサルデザインタクシーの導入に対する補助な

どを行ったものでございます。 

続きまして、総務部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書の８６、８７ページ、８

目財産管理費の臨時事業費の４番目になります。新庁舎開庁準備費１１億９千２２３万３千４１１

円でございます。これは、新庁舎での業務が円滑に開始できるよう、全庁ネットワーク基盤機器等

の移設業務委託や旭川家具の製造業務委託、文書を保存する書棚の購入など、移転関連業務に要し

た経費でございます。 

続きまして、防災安全部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書の８４、８５ページ、

５目市民活動費の１番目になります。交通安全対策費１千４４５万１千７１５円でございます。こ

れは、市内の各地域や団体、警察などの関係機関と連携を図り、交通安全運動の活動を推進するた

めの運営費の補助や、交通安全の啓発に要した経費でございます。 

次に、ちょっとページが飛びまして、事項別明細書１２４、１２５ページ、９款消防費１項消防

費４目防災対策費、防災対策費７４８万８千６６４円でございます。これは、市民の防災意識の高

揚及び災害による被害の軽減を図るため、旭川市地域防災計画に基づき実施した災害対策等に要し

た経費でございます。 

続きまして、消防本部所管分について御説明申し上げます。事項別明細書の１２４、１２５ペー

ジの１目常備消防費、予防業務ＤＸ推進費３４５万５千１４４円でございます。こちらは、主要施

策の成果報告書では６５ページを御覧ください。これは、モバイルパソコンの賃貸借、閉域モバイ

ル回線の整備など、火災予防業務のＤＸ化に係る体制整備に要した経費でございます。 

次に、３目消防施設費、上から３番目、消防自動車整備費１億９千５２万６千３４４円でござい

ます。これは、消防署所に配置しております水槽付消防ポンプ自動車と、高度救命処置用資機材を

含む高規格救急自動車、消防団が運用する消防ポンプ自動車の更新などに要した経費でございます。 

続きまして、認定第４号、令和５年度旭川市公共駐車場事業特別会計決算の主な事業の執行状況
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につきまして御説明申し上げます。 

まず、地域振興部所管分でございます。事項別明細書の１７２、１７３ページを御覧ください。

１款事業費１項事業費１目管理費の駅前広場駐車場運営費１千２０８万８千６３３円でございます。

これは、駐車場運営業務に係る委託や賃貸借などを実施したものでございます。 

次に、総務部所管分でございます。同じく管理費、公共駐車場運営費６千１９４万３千４９５円

でございます。これは、指定管理者業務委託料、電気料金、燃料費などに要した経費でございます。 

続きまして、議案第１号、令和６年度旭川市一般会計補正予算につきまして、補正予算書で御説

明申し上げます。金額は１千円単位で申し上げます。 

初めに、１ページを御覧ください。今回の補正予算につきましては、人事管理費など３１事業で、

歳入歳出予算の総額にそれぞれ１５億９千８６６万２千円を追加するものでございます。 

本委員会の所管に関わりましては、ページが飛びまして、１１ページから１４ページの事項別明

細書、歳出にお示しいたしております事業のうち、１１ページの２款総務費では、１項２目の人事

管理費で１７８万２千円、９目の旭川市立大学施設整備補助金で４億１千９００万円、新規路線就

航支援費で１千６００万円、ふるさと納税推進費で１千１６３万７千円、１２ページから１３ペー

ジの４款衛生費では、３項１目の水道事業会計補助金で８４０万円、１４ページの９款消防費では、

１項２目の管理事務費で５４５万９千円をそれぞれ追加するものでございます。 

歳入につきましては、ページを戻っていただき、８ページから１０ページの事項別明細書、歳入

にお示しいたしておりますもののうち、９ページの２０款寄附金のうち、１項１目の一般寄附金で

４７３万１千円、２目のあさひかわ応援寄附金で３８７万２千円、９ページから１０ページにわた

りますが、２２款繰越金で２億１１７万９千円、２３款諸収入のうち、６項４目のその他の収入で

８０万５千円、２４款市債で８億６千１０万円をそれぞれ追加し、９ページの２１款繰入金で１千

２０万円を減額するものでございます。 

また、ページを戻っていただき、４ページの第３表、債務負担行為補正では、旭川市立大学施設

整備補助金を追加し、５ページの第４表、地方債補正では、児童センター整備事業など２件を追加

し、大学施設等整備事業など４件の限度額を変更するものでございます。 

続きまして、報告第１号、令和５年度決算に基づく健全化判断比率の報告について御説明申し上

げます。 

実質赤字比率及び連結実質赤字比率につきましては、赤字額がなかったことから、比率が算定さ

れなかったところでございます。また、実質公債費比率につきましては８．９％、将来負担比率に

つきましては８２．８％となっており、いずれの比率も早期健全化基準には至っておりません。 

次に、報告第２号、令和５年度決算に基づく資金不足比率の報告についてでございますが、水道

事業会計、下水道事業会計、病院事業会計の３会計において、いずれも資金不足額がなかったこと

から、比率が算定されなかったところでございます。 

説明は以上であります。よろしくお願いいたします。 

○松本総務部総務監 議案第８号ないし議案第１４号及び報告第５号につきまして、順次、御説明

申し上げます。 

まず、議案第８号及び議案第９号の契約の締結につきまして、提案理由を御説明いたします。 

議案第８号、豊岡小学校屋体増改築工事につきましては、契約金額７億３千４８０万円で、株式
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会社廣野組ほか２社で構成する廣野・新谷・高共同企業体と契約を締結しようとするもので、契約

の方法は条件付一般競争入札でございます。 

次に、議案第９号、千代田小学校プール改築ほか工事につきましては、契約金額１億８千１８万

円で株式会社盛永組と契約を締結しようとするもので、契約の方法は条件付一般競争入札でござい

ます。 

続きまして、議案第１０号から議案第１４号までの変更契約の締結につきまして、提案理由を御

説明申し上げます。これらの議案は、いずれもインフレスライドに伴う設計変更に対処するため、

契約の変更を行おうとするものでございます。 

議案第１０号は、令和５年３月２４日に議決をいただきました（仮称）旭川市リサイクルセンタ

ー（Ａ）新築工事につきまして、契約金額７億４千１７５万１千５８５円を７億６千５１２万１千

９１３円に改めようとするものでございます。 

次に、議案第１１号は、令和５年３月２４日に議決をいただきました（仮称）旭川市リサイクル

センター（Ｂ）新築工事につきまして、契約金額７億１千８１９万１千１７４円を７億３千４０９

万２千１５円に改めようとするものでございます。 

次に、議案第１２号は、令和５年３月２４日に議決をいただきました（仮称）旭川市リサイクル

センター新築資源物中間処理設備工事につきまして、契約金額５億９千７９６万９千６３０円を６

億７千９２万７千３０３円に改めようとするものでございます。 

次に、議案第１３号は、令和５年６月３０日に議決をいただきました永山西小学校（Ａ）増改築

工事につきまして、契約金額１２億１千８２５万円を１２億５千９５０万７千２９６円に改めよう

とするものでございます。 

次に、議案第１４号は、令和５年６月３０日に議決をいただきました永山西小学校（Ｂ）増改築

工事につきまして、契約金額９億４千２７０万円を９億７千８６１万３千４１７円に改めようとす

るものでございます。 

最後に、報告第５号、専決処分の報告につきまして御説明申し上げます。整理番号１から５まで

は、いずれもインフレスライドに伴う設計変更に対処するため、契約金額を変更するものでござい

ます。 

整理番号１、令和５年３月２４日に議決をいただきました（仮称）旭川市リサイクルセンター新

築機械設備工事は、契約金額２億４千３４０万３千６１３円を２億５千６２２万２千２６１円に、

整理番号２、令和５年３月２４日に議決をいただきました（仮称）旭川市リサイクルセンター新築

電気設備工事は、契約金額２億２８７万７千７５９円を２億１千４０７万９千６１５円に、整理番

号３、令和５年６月１６日に議決をいただきました明星中学校耐震改修工事は、契約金額２億２千

４５５万４千６１４円を２億２千６２１万５千８６１円に、整理番号４、令和５年６月３０日に議

決をいただきました永山西小学校増改築衛生設備工事は、契約金額１億７千６７７万円を１億８千

１３８万６千１８円に、整理番号５、令和５年９月１５日に議決をいただきました日章小学校耐震

改修工事は、契約金額３億５千５３０万円を３億６千４１６万３千６６５円にそれぞれ変更するも

ので、いずれも令和６年８月２日に専決処分させていただいたものでございます。 

以上、地方自治法第１８０条第２項の規定により御報告申し上げます。 

以上でございます。よろしくお願いいたします。 
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○えびな委員長 ただいまの説明につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 なければ、本日のところは説明を受けたということにとどめておきたいと思いま

す。 

議案の説明に関わり出席している理事者につきましては、退席していただいて結構です。 

次に、２、報告事項についてを議題といたします。 

まず、使用料・手数料の改定スケジュール（案）について、理事者から報告願います。 

○熊谷総合政策部長 使用料・手数料の改定スケジュール（案）について御報告させていただきま

す。資料の使用料・手数料の改定スケジュール（案）を御覧ください。 

使用料、手数料につきましては、前回、令和２年の４月に改定を行っております。本市が定める

「受益と負担の適正化」へ向けた取組指針では、４年を目途に必要な見直しを行うことを基本とし

ていることから、本来は、今年度が改定の時期となりますが、新型コロナウイルス感染症等の影響

を踏まえ、改定を見送ったところでございます。しかしながら、昨今の人件費やエネルギー価格等

の上昇に伴い、サービス提供に係るコストが増加している状況もありますことから、施設の休館等

の影響が軽減された令和４年度以降のコストにより、料金改定に向けた取組を進めていきたいと考

えております。 

改定時期につきましては、令和４年度から６年度までの３か年分でコスト算定を行い、必要な手

続を経た後、令和８年１０月から新料金を適用したいと考えております。 

資料は、現時点のスケジュール案になります。令和７年の１１月までに改定料金の素案を決定し

た上で、同月下旬からパブリックコメントを行うとともに、施設の利用者団体などに対する個別説

明会や附属機関等の会議を開催し、見直し内容の説明と意見聴取などの取組を行っていきたいと考

えております。また、提出された意見を踏まえた改定料金の修正案を２月中旬までに取りまとめた

後、改めて附属機関等において説明等を行い、４月に最終案を決定した上で、令和８年第２回定例

会に関係議案を提出してまいりたいと考えております。議決をいただきましたら、市民への周知期

間を設け、改定料金の内容をお知らせし、１０月から新料金を適用したいと考えております。 

以上、よろしくお願いいたします。 

○えびな委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 なければ、次に、旭川市行財政改革推進プログラム２０２０の取組結果について、

理事者から報告願います。 

○浅利行財政改革推進部長 旭川市行財政改革推進プログラム２０２０の取組結果について、御報

告をいたします。 

このプログラムにつきましては、令和２年４月に策定し、令和５年度までの４年間の推進期間が

終了したことから、その取組結果を取りまとめたところでございます。 

資料をお配りしております。その１ページに全体概要を記載しておりますので、そちらのほうを

御覧ください。 

まず、取組の進行状況の実施件数についてでございますが、プログラム全体の取組数８０項目の

うち、実施済みのものが１２項目、予定どおり進んでいるものが５８項目、予定より遅れているも
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のが９項目、実施不可のものが１項目となりました。予定より遅れている項目といたしましては、

新型コロナウイルス感染症の影響等により実施できなかった受益者負担の適正化に関する項目が最

も多くなっておりますが、全体としてはおおむね順調に進んだものと認識をしているところでござ

います。 

次に、資料のその下になりますが、財源確保額についてでございます。こちらは、令和５年度予

算編成までの目標額を定めたものでありまして、昨年、既に御報告いたしました実績と同じ内容で、

繰り返しになりますが、当プログラムでは、令和５年度当初予算編成時までに累計で５６億６千万

円を確保することを目標としており、収入の確保につきましては目標を１２億２千万円とし、令和

５年度当初までに６億９千万円を、また、支出の抑制では目標額を３９億９千万円とし、令和５年

度当初までの累計で５８億３千万円を確保したほか、財源対策の取組として、財政調整基金繰入金

５２億２千万円を予算計上したところであります。これらの取組の結果、令和５年度当初までに累

計で１１７億４千万円を確保したことになります。 

続いて、２ページ目から４１ページ目までは、個別の取組項目について、それぞれの実績、進行

状況、財源確保額、今後の予定等を記載しているところでございます。 

また、最後の４２ページになります。こちらにつきましては、財政健全化に向けた取組状況とい

うことで、収納率、市債借入額など、財政健全化指標の目標に対する達成度を記載しております。

全７項目のうち、市税の収納率など６項目で目標を達成することができましたが、繰出金につきま

しては目標に届きませんでした。 

取組結果の概要は以上でございます。 

なお、本年度からは、この４月に改訂をいたしました行財政改革推進プログラム２０２４に基づ

いた取組が既に始まっておりますことから、引き続き、プログラムに基づく取組を着実に推進し、

将来に責任のある行財政運営を進めていくことで、持続可能なまちづくりを進めてまいります。 

また、本件につきましては、本委員会への報告後にホームページ等により公表をする予定をして

おります。 

旭川市行財政改革推進プログラム２０２０の取組結果については以上でございます。よろしくお

願い申し上げます。 

○えびな委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席し

ていただいて結構です。 

次に、旭川市内部統制評価報告書及び審査意見書について、及び、総合庁舎周辺整備スケジュー

ル等の見直しについての以上２件について、理事者から報告願います。 

○和田総務部長 令和５年度内部統制評価報告書及び審査意見書について、まず、御報告を申し上

げます。 

初めに、提出資料のうち、内部統制評価報告書を御覧ください。 

本制度は、令和２年４月１日に施行されました改正地方自治法において、導入の努力義務が課せ

られたもので、事務処理に係るルールや仕組みが機能しているかについて、自ら確認し、不適切な

事務処理の再発防止を図るという制度でございまして、本市は令和４年度から導入してございます。
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今回、令和５年度の内部統制の結果を評価し、報告書を作成いたしましたので、地方自治法第１５

０条第６項の規定に基づきまして提出いたします。 

報告書の内容につきましては、１ページ及び２ページには、内部統制の範囲や重要リスクの項目

の選定の考え方などについて記載しております。 

次に、２ページから４ページまでは、評価手続及び評価結果について記載しており、評価結果の

概要につきましては、業務レベルにおいて誤りは発生していないものの、規定どおり事務を行って

いなかった制度設計上の不備が２３件、実際に誤りが発生した制度運用上の不備が３８件ございま

した。また、本制度では、市及び市民に対し大きな経済的、社会的な不利益を生じさせたものなど

を重大な不備として評価し、報告書に記載することとしておりますが、重大な不備はございません

でした。 

次に、５ページには、令和５年度の本市の重要リスクを、６ページから１７ページまでは、全庁

的な内部統制の取組内容と評価結果を掲載しております。１８ページ及び１９ページには、業務レ

ベルのリスクの選定状況や不備の件数を記載しており、２０ページには、不備が多かった項目の主

な内容を記載しております。令和５年度で最も多かった項目は、過大支給・過少支給、個人情報の

漏えい・紛失と、送付時の相手先、内容の誤りでございました。当該項目においては、各課で新た

な対応策を講じ、再発防止に努めているところでございます。 

次に、提出資料のうち、審査意見書を御覧ください。 

本制度におきましては、報告書を監査委員の審査に付して議会に提出することになっており、最

後のページに記載のとおり、本件の評価手続及び評価結果は相当であるとの審査結果をいただいて

おります。 

なお、本報告書につきましては、本委員会終了後に全議員に配付するとともに、今後、ホームペ

ージに掲載するなど、広く公表をしてまいります。 

次に、総合庁舎周辺整備スケジュール等の見直しについて、御報告を申し上げます。 

８月２１日の子育て文教常任委員会で報告がありましたとおり、（仮称）新文化ホールの建設予

定地が旧総合庁舎跡地に決定したことに伴いまして、総合庁舎周辺の整備計画を見直しましたので、

御報告を申し上げます。お手元の資料を御覧いただければと存じます。 

１、見直し内容についてでございますが、今回見直しました内容は大きく４点ございます。 

初めに、周辺整備計画全体の期間についてでございますが、工事内容を改めて精査した結果、第

三庁舎の解体工事及びその跡地の駐車場整備の工事期間が長く必要となったため、当初、令和８年

度末の完了予定を、今回、令和９年の夏まで延期いたします。 

次に、旧総合庁舎跡地に整備する車寄せ及び駐車場についてでございますが、（仮称）新文化ホ

ールの建設が始まるまでの時限的な利用となりますことから、簡易的な整備とすることといたしま

す。あわせまして、障害者駐車場部分に整備予定でありましたロードヒーティングは整備を取りや

めてまいります。 

３点目でございますが、総合庁舎の前庭や周辺歩道のロードヒーティング、車寄せ上部のひさし

の整備につきましては、（仮称）新文化ホール完成後に先送ることといたします。なお、これらの

整備につきましては、（仮称）新文化ホールを含めた敷地全体の計画に合わせまして、改めて整備

内容や整備時期を決めてまいります。 
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最後に、４点目でございますが、（仮称）新文化ホール完成後、周辺整備が終わるまでの間は、

来庁者用駐車場が十分に確保できない状況が続くことが想定されますことから、第三庁舎跡駐車場

に確保予定でありました公用車用の駐車場部分は、全て来庁者用駐車場として利用することといた

します。これによりまして、（仮称）新文化ホールの整備期間中も、地上部に２００台以上の来庁

者用の駐車スペースが確保可能となりまして、現在の第三庁舎駐車場よりも多くの来庁者用駐車台

数を確保できる状況となります。なお、公用車用駐車場は、庁舎周辺の民有地も含めた空き地の活

用を検討してまいります。 

資料の下段の２、整備スケジュールについては、ただいまの内容をスケジュール表に落とし込ん

だものでございます。また、資料の２枚目の整備計画図（案）につきましては、庁舎周辺の工事内

容の変更や中止などにつきまして、それを図面に落とし込んだものでございます。 

以上が今回の見直し内容でございます。（仮称）新文化ホールの建設予定地が旧総合庁舎跡に決

定したことにより、総合庁舎周辺の整備計画が長期にわたることとなります。この間、十分な駐車

スペースを確保できず、来庁者の皆様には、長期間にわたり御不便をおかけすることにはなります

が、今回の見直しにより、地上部につきましては、現状より多くの駐車スペースを確保する見通し

が立ちましたので、今後は工事をスケジュールに沿って着実に進め、（仮称）新文化ホールの建設

中も市民の皆様の利便性が低下することのないよう、しっかりと努めてまいります。 

報告は以上でございます。よろしくお願いを申し上げます。 

○えびな委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 なければ、ただいまの報告に関わり出席している理事者につきましては、退席し

ていただいて結構です。 

次に、旭川市国民保護計画の変更について、理事者から報告願います。 

○内村防災安全部長 旭川市国民保護計画の変更について、御報告いたします。 

本計画は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、通称、国民保護法の

規定により、国の基本指針及び北海道国民保護計画に基づき作成するものでございます。 

今回の変更内容につきましては、令和６年度の本市組織の一部変更に伴い、旭川市国民保護対策

本部の組織、事務分掌の一部修正と、本市の人口や世帯数など、経年による統計資料数値の変更に

伴い、統計数値の修正変更をしているところでございます。なお、本計画の作成や変更に当たって

は、旭川市国民保護協議会への諮問の上、北海道知事に協議し、旭川市議会へ報告するとともに、

公表することとされておりますが、今回の変更については、同法施行令第５条の規定による軽微な

変更に該当するため、旭川市国民保護協議会への諮問、知事への協議については必要とされない変

更内容となっております。 

 今後の予定といたしましては、市ホームページなどにより公表するとともに、関係機関等に対し

周知いたします。 

以上、旭川市国民保護計画の変更についての報告となります。よろしくお願いいたします。 

○えびな委員長 ただいまの報告につきまして、特に御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 なければ、以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 
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 その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○えびな委員長 ないようですので、本日の委員会はこれをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１０時３９分 


